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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１６８　　２０１２年　９　月　６　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
迫る解散・総選挙　国政の重要課題にどうのぞむか　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＮＨＫのインタビューに日本共産党の志位委員長が話しました。（９月２日(日)）　　　　　　　　　　　　　　　　　１、野田首相への問責可決をどうみるか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志位　問責決議は、消費税増税を強行した野田政権と民自公談合体制を断罪したもので、その可決は、“民自公増税連合”に痛打を与えるものになると思います。消費税増税を強行した本体である民主党は、参院で「ノー」の審判を下されました。自民党は、自分を名指しで批判した問責決議に賛成せざるを得なくなるという、自己否定、自己破たんに陥りました。公明党は、増税に賛成の立場から採決に棄権することで、増税の急先鋒としての姿をあらわにしました。この問責可決の大本には、大増税に対する国民の怒りの世論の高まりがあると思います。首相はこの結果を重く受け止めて、すみやかな解散・総選挙で信を仰ぐべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、解散・総選挙にどうのぞむか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志位　日本共産党は、すみやかな解散・総選挙を求めるという立場です。私は、衆議院での内閣不信任案への賛成討論のなかで、野田内閣が国民の利益に反する「五つの大罪」を犯してきたということを、告発しました。第一は、消費税大増税の強行。第二は、原発再稼働の強行。第三は、オスプレイ配備の強行。第四は、国民の生活と農業をアメリカに売り渡す、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）参加への暴走。そして第五は、「政権交代」に託した「自民党政治を変えてほしい」という、国民の願いをことごとく裏切ったことです。この「五つの大罪」の根本には、「アメリカいいなり・財界中心」という政治のゆがみがある。これを断ち切る改革に取り組んでこそ、展望が開けてくる。このことを大いに訴えて躍進をめざしたいと思っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３、消費税増税にどう対応していくか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志位　増税法案は強行されましたが、実施は２０１４年の４月からで、それまでには必ず総選挙と参議院選挙がおこなわれます。私たちは、国政選挙で、つぎの「二重の審判」を呼びかけて、大増税の実施を何としても阻止したいと考えております。第一は、“民自公増税連合”にきびしい「ノー」の審判を下すことです。第二に、どの党を伸ばしたら消費税増税阻止の一番の力になるかが問われてきます。私たち日本共産党は、政治の姿勢を大本から変えれば、消費税に頼らなくても、社会保障を充実し、財政危機を打開することは可能だということを、具体的に明らかにした「提言」を示しております。消費税に頼らない別の道がある――この責任ある対案を掲げている共産党を伸ばして頂くことが、増税阻止の一番の力になることを大いに訴えていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面へ続く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）
２０１２年９月５日「決算議会」始まる。
９月１１日（火）～１４日（金）
午前１０時  　本会議、議案質疑・一般質問（ケーブルテレビ中継）
９月１８日（火）―２１日（金）
午前１０時　　常任委員会・決算特別委員会分科会
総務政策、福祉安全（１８日、２０日）、教育経済、建設水道（１９日、２１日）
９月２４日（月）　午前１０時　　常任委員会・決算特別委員会分科会（予備日）
９月２５日（火）　午前１０時　　決算特別委員会全体会
９月２６日（水）　午前１０時　　新病院の整備等に関する特別委員会
１０月　２日（火）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、議決)閉会
９月議会に提出される議案
平成２４年度補正予算４議案（一般会計、介護保険特会、後期高齢者医療特会、医療センター貸付特会）。平成２３年度決算の認定３議案（一般会計と７つの特会、水道・下水道事業会計）。条例の制定（職員倫理条例）１議案と条例の一部改正２議案（防災会議条例及び災害対策本部条例、火災予防条例）。工事請負契約の締結２議案（蛎塚益生線道路整備工事、陽だまりの丘複合施設建設工事）。財産の取得１議案（消防自動車２台購入）。市道の認定及び変更１議案。の計１４議案と報告１２件（この中には地方独立行政法人化された桑名市民病院の評価や土地開発公社、文化・スポーツ公社等の重要な報告も入っています。）です。　「一般会計補正予算」の総額は１６９百万円で、近鉄桑名駅のバリアフリー化の調査・設計予算が５９百万円。予防接種の生ワクチンから不活化ワクチンへの移行による増が４３百万円。その他防災関連などできめ細かな補正が組まれています。　「医療センター貸付特会補正予算」今度は東医療センターに３０百万円の貸付があります。　「職員倫理条例の制定」先の議会でも質問してきましたが、一言でいえば他所の真似をしただけで、真の職員の姿勢を正す内容になってないお粗末な条例である。根本から再検討が必要です。　「工事請負契約の締結」低入札価格調査制度が施行された案件であり、議会としてどの様に対応して行くのかが問われる。　「決算の認定」決算の概略（数値）は説明があったが、事業ごとの詳細については、特別委員会で当局からの説明後の審査が中心となる。
（表面より続く）４、どうする原発・エネルギー政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志位　この間、二つの重要な出来事があったと思います。一つは、関西電力が、この夏の電力需給の結果を明らかにしまして、「原発を動かさなくても、電力は足りていた」ということを認めたことです。政府は、「再稼働しないと電力不足に陥る」とさんざん脅してやったわけですが、これは根拠がなかったということがはっきりしたわけです。再稼働方針は撤回すべきです。もう一つは、この間、政府が取り組んできた「国民的議論」についてのとりまとめで、政府自身が、「国民の過半数が原発ゼロを望んでいる」ということを認めたことです。寄せられたパブリックコメント（意見公募）では、８割が即時の原発ゼロを求めているということも明らかになりました。もう民意は明瞭になったわけですから、私は、「原発ゼロの日本」への政治決断をただちにおこなうことを強く求めたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５、領土問題をどう解決するか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志位　まず尖閣（諸島）についていいますと、日本の領有権の正当性は、歴史的にも国際法上も明瞭であって、「日清戦争に乗じて奪った」とする中国政府の主張は、成り立ちません。日本政府は、中国政府に対して、その領有の正当性を理を尽くして堂々と説く外交努力が必要です。「領土問題は存在しない」というだけの棒を呑んだような対応ではなくて、外交努力が必要だということを言いたいですね。それから竹島についても、わが党は、歴史的にも国際法的にも、日本の領土だという主張をしております。ただ同時に、竹島を日本（島根県）に編入した１９０５年という時期と、韓国を植民地にしていった時期とが、重なっているという問題があるんですね。ですからこの問題で、冷静な話し合いのテーブルをつくるためには、植民地支配への反省をきちんとおこなうことが不可欠になってくる。その土台のうえで、歴史的事実をつきあわせて、問題の解決をはかるべきだ、というのが私たちの考え方です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６、オスプレイ配備にどう対応するか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志位　墜落事故を繰り返している欠陥機を、「世界一危険」といわれる普天間基地に配備し、そのうえ、日本列島の全土で低空訓練をおこなうというのですから、これは絶対に許すわけにはいきません。だいたい日本の航空法では、オスプレイのようなオートローテーション（自動回転）機能――ヘリコプター（のローター）が止まった場合に安全に着陸する機能がない回転翼機は、飛行が禁止されています。地上６０メートルでの低空訓練をやると伝えられていますが、これも当然、航空法で禁止されています。日本の国内法で禁止されているものを、どうして認めるのか。もう一点いいますとね、アメリカのハワイでは、住民の環境問題での反対の訴えにこたえて、オスプレイの訓練を中止しています。アメリカでは中止しているのに、日本ではなぜやるのか。オスプレイの配備はやめろ、とアメリカ政府に求めるべきです。
反貧困キャラバン２０１２三重（８月２９日要請行動、９月１日相談会を実施。）
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岐阜より引き継ぐ　　　　　桑名市に要請する実行委員会　　　　　　市側の参加者　　　　　　いなべ副市長に要請書を渡す
【第４回 生活保護問題 全国地方議員研修会参加報告】
「生活保護２００万人時代　地方行政に何ができるか」をテーマに地方議員を対象にした研修会が８月２４日(金)～２５日(土)　さいたま市民会館うらわ、さいたま共済会館で行われ参加してきました。　（主催は生活保護問題対策全国会議と全国公的扶助研究会）

１日目は、映画「渋谷ブランニューデイズ」を鑑賞。野宿者の宿泊所となっている渋谷区役所の駐車場の状況をドキュメンタリーに報告。路上生活者の実情と排除を繰り返す行政の姿勢を鋭く突いている。自主上映会も可能だそうです。
基調対談「生活保護の歴史的分岐点に、生存権保障を考える」は、清川 卓史さん（朝日新聞記者）と吉永 純さん（花園大学社会福祉学部教授）との対談。２人の生活保護との関わりについて自己紹介があり、現在の生活保護バッシングや孤立死・貧困の広がりについてそれぞれの立場（マスコミ、研究者）から報告され、制度のあるべき姿や我々地方議員に期待する事を訴えられた。特に、生活保護の名前を変えたらどうかとか保護基準の切り下げはあらゆる社会保障の切り下げにつながる事、地方の財政負担（生活保護費については実際は地方負担はないそうです。）については自治体から声を上げる事、日本の貧困を無くすために社会福祉事務所の職員と共に頑張ろうと言われた事が印象的。
白鳥 勲さん（さいたま教育文化研究所事務局長）の記念講演「子どもの貧困連鎖を断ち切るために」では、アスポート教育支援事業（生活保護家庭の子供に無償でマンツーマンの学習教室を県費で実施）の紹介。この教育支援によって子どもの貧困連鎖を断ち切れる事が実例で理解できた。埼玉発で全国に普及される事が望まれる。
２日目は、４つの分科会と４つの特別講座が開催された。
【急迫した状況での職権保護とは】桑名市内で起こっている、電気・水道を止められ生活保護状況にある方が、本人に生活保護申請の意志がないという事でそのままになっている事例で適用されるのか質したが結論は出なかった。
【不正受給とは何なのか】桑名でも厳しい収入認定が続く。言えない借金もある。ケースワーカーは本来の仕事として受給者に接して行くべきです。そのためには研修と経験が不可欠です。

特別講座では、ＨＯＷ ＴＯ 生活保護同行支援のレクチャー３題を受けた、いずれも参考になった。
①埼玉県立大長友祐三先生の生活保護制度の解説

②小久保哲郎弁護士による具体的な申請について

③もやい代表理事の稲葉剛氏による同行支援における具体的対応

最後に尾藤廣喜弁護士（生活保護問題対策全国会議 代表幹事）が「『餓死』『孤立死』を生まない、生活保護行政をめざして」で締められた。貧困率の発表が民主党政権になってあったが、何のための発表だったのか。年次計画を立てて下げていく努力をしなければ意味がない。餓死・孤立死を無くすために１人１人の貧困・苦悩に理解を示し地域のネットワークの構築が大切である。（誰もが貧困になる可能性がある。）
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